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平成２９年度中国地方整備局コンプライアンス報告書

平成３０年８月２８日

中国地方整備局は、平成２４年１１月に「中国地方整備局コンプライアンス推進本部」を

設置し、コンプライアンス推進のより一層の強化を図るため、毎年度、「中国地方整備局コ

ンプライアンス推進計画」を策定し、取組みを実施しているところである。

本報告書は、平成２９年度中国地方整備局コンプライアンス推進計画に基づき実施した

取組みとそれに対する評価について取りまとめたものである。

平成２９年度中国地方整備局コンプライアンス推進計画■

注）青線囲み部分は「コンプライアンス推進計画」、赤線囲み部分は「取組状況」、緑線囲み部分は「コンプライアンス推進本部長

による評価」を記述

はじめに

中国地方整備局では、コンプライアンスの推進及びそのための内部統制の強化を図る

ため、平成２４年１１月に「中国地方整備局コンプライアンス推進本部」を設置し、毎年度策

定する「コンプライアンス推進計画」に基づき、研修や職場での啓発活動等を繰り返し行っ

てきたところである。

これまでの取組みによって、職員のコンプライアンスに対する意識は着実に向上し、職

員が遵守すべきルールとして定着してきたところであるが、国土交通省では一部とはい

え、未だに発注事務に関し国民の信頼を相当程度損なう事案が見られることは事実であ

り、現状に満足することなく、職員のコンプライアンス意識をより高いレベルで維持していけ

るよう、継続して取り組んでいく必要がある。

組織に対する国民の信頼は一朝一夕で得られるものではなく、日頃からの積み重ねが

大切であり、職員一人ひとりが国家公務員法、国家公務員倫理法、発注者綱紀保持規程

等の関係法令を遵守することの重要性を深く認識し、中国地方整備局に対する社会的要

請に的確に対応し社会的責任を果たしていくという意識を常に持ち行動することが重要で

ある。

これを踏まえ、「平成２９年度中国地方整備局コンプライアンス推進計画」を策定し、本

計画に基づいた取組みを推進していくものとする。
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１ 職員のコンプライアンス意識の醸成

職員個々のコンプライアンス意識の醸成を図るため、繰り返し、コンプライアンスに関す

る講座・研修・講習会等を受けられるような体制を作る。

また、局長等組織のトップが、直接、職員にコンプライアンス等について話す機会を作

る。

■取組み

平成２９年度においては、コンプラアンス出前講座、研修、講習会等を通じて職員が繰り

返しコンプライアンスに関する講座等を受講できる機会を設けた。

また、局長、副局長、部長及び各事務所長等は、職員訓示や職員研修における講話な

どの機会を活用して、コンプライアンスに関する考え方を伝えた。

さらに、コンプライアンス意識及び行動の変化、各取組の効果等を把握するため、全職

員を対象にアンケート調査を実施した。

各事務所等における意識醸成にかかる主な取組みは、以下のとおりである。

・コンプライアンス推進のため、事務所独自に推進プランを作成し、取り組んだ。

・風通しの良い職場環境を築くため、報連相運動を推進した。

（アンケート調査結果抜粋）

■評価

職員のコンプライアンス意識をより高いレベルで維持していくためには、職員が

繰り返しコンプライアンスについて考えることが重要であり、また、組織のトップ

が、自らの言葉でコンプライアンスの意義、重要性について、職員に伝えること

で、職員一人ひとりがコンプライアンスについて真剣に考え、取り組むための誘

因となっているため、今後も引き続き実施していく。

Ｑ２ あなたは、常にコンプライアンスを意識して行動していますか。

51.4%
48.1%

0.4% 0.1%

①常に意識している

②どちらかと言えば意識している

③どちらかと言えば意識していない

④全く意識していない

「常に意識している」あるいは「どちらかと言えば意識している」と回答した者の率 ＜９９．５％＞

＜階層別内訳＞ 全体 管理職員 一般職員

①常に意識している 51.4% 61.7% 47.8%

②どちらかと言えば意識している 48.1% 38.1% 51.7%

③どちらかと言えば意識していない 0.4% 0.2% 0.4%

④全く意識していない 0.1% 0.0% 0.1%

Ｑ９
コンプライアンス意識を醸成させる取組みとして、あまり効果的でなかったと思うものを選択し、その理由を
回答してください。

Ｑ８ コンプライアンス意識を醸成させる取組みとして、効果的だったと思うものを全て選択してください。
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各種会議での説明

イントラネットによる情報共有

コンプライアンス行動チェック

職員研修

コンプライアンス・ハンドブック

コンプライアンスに関するセルフチェック

パソコン立ち上げ時のポップアップ

ｅ－ラーニング

外部講師によるコンプライアンス講習会

コンプライアンス出前講座

コンプライアンスミーティング

効果的だった

効果的でなかった
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（１）コンプライアンス出前講座

発注者綱紀保持及び公務員倫理の意義と重要性を周知し、入札関係その他の不祥事

の防止を図ることを目的に、本局職員及び事務所のコンプライアンス指導者を講師とし、

全職員を対象にコンプライアンス講座を実施する。

■取組み

本局職員を講師とし、本局、各事務所等において、９月から１２月までの間、コンプライ

アンス出前講座を３２箇所で実施した。また、職員の受講状況を把握し、受講できなかっ

た者に対し、各事務所等のコンプライアンス指導者である副所長等が、出前講座と同程

度の講座を開催し受講させることにより全職員が受講した。（受講率１００％）。

講座では、過去に生じた不祥事事案の背景・要因を説明し、入札談合等の入札に関す

る違法行為に関与した職員に対しては、厳正な懲戒処分、損害賠償請求、刑事処罰等が

なされること、自ら望まなくとも周囲の状況次第で入札談合等違法行為の事案に巻き込

まれる可能性があり得ることについて取り上げるとともに、利害関係者との禁止行為に関

するＤＶＤを視聴させ職員が理解しやすい内容となるよう工夫した。

■実施箇所
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■評価

コンプライアンス出前講座は、コンプライアンス推進室の担当職員が事務所等

に出向き、職員に直接、発注者綱紀保持及び公務員倫理の意義と重要性につい

て説明し、日頃職員が抱えている疑問に応える機会となっているため、今後も引

き続き実施していく。

各事務所等と調整し、年度の早い時期に開催することで、さらなる効果が期待

できる。

（２）外部講師によるコンプライアンス講習会

①全職員を対象とするコンプライアンス講習会

コンプライアンスの意義及び重要性に関する理解を深めることを目的に、各地区で外

部講師を招いたコンプライアンス講習会を実施する。

本 局 鳥 取

広 国 浜田港湾
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■取組み

各地区８箇所において外部講師によるコンプライアンス講習会を開催し、４５４名が受講

した。講習会開催にあたっては近隣事務所において開催される講習会にも参加できるよう

連絡調整を行った。

また、上記とは別に本局職員を講師とし、会計事務の観点から見た不祥事防止のため

講習会を各事務所において開催した。

■コンプライアンス講習会開催状況

地区 講師 演 題 開催時期 受講者数

広島 国交大 コンプライアンスについて H29. 5.15 160名

岡山 国交大 コンプライアンスについて H29. 5.16 91名

三次 公取委 入札談合防止に向けて H29. 9. 6 35名

松江 報道 コンプライアンスとは H29.11.29 32名

鳥取(西部) 報道 コンプライアンスとは H30. 1.23 21名

鳥取(中部) 弁護士 入札談合等不正事案における職員の H30. 1.31 45名

法的責任

鳥取(東部) 弁護士 「中部地方整備局発注工事に係る不 H30. 2.19 30名

正事案に関する報告書」から学ぶ。

山口 公取委 入札談合防止に向けて H30. 2.20 40名

三 次

岡 山広 島

松 江
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■評価

外部講師によるコンプライアンス講習会は、公務職場で気づきにくい問題の把

握や、コンプライアンスに関する専門知識を習得できる機会となっているため、今

後も引き続き実施していく。

様々な分野、切り口での講習会が開催できるよう講師を選定していくとともに、

講習会を受講できなかった職員が、後日、講習内容を確認できるよう資料共有し

ていくことで、さらなる効果が期待できる。

②幹部職員を対象とするコンプライアンス講習会

幹部職員（事務所長、副所長を含む）を対象に、組織の管理職として必要なコンプライ

アンスに関する高度な管理能力及び判断力の向上を図ることを目的に、外部講師を招

いたコンプライアンス講習会を実施する。

■取組み

国土交通大学校の教授を招き、幹部職員（本局課長級、事務所副所長以上）を対象とし

た講習会を実施し、１５０名（対象者２０５名、受講率７３．２％）が受講した。

平成２９年９月２８日 コンプライアンス講習会

演題 不祥事における危機管理

■評価

外部講師によるコンプライアンス講習会は、幹部職員のコンプライアンス意識

を高める機会となっているため、今後も引き続き実施していく。

様々な分野、切り口での講習会が開催できるよう講師を選定していくとともに、

講習会を受講できなかった職員が、後日、講習内容を確認できるよう資料共有し

ていくことで、さらなる効果が期待できる。
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（３）職員研修におけるコンプライアンス講義

中国地方整備局で実施する職員研修の重点実施事項にコンプライアンスの徹底を定

め、可能な限りすべての人材育成研修及び知識・技能研修等のカリキュラムにコンプライ

アンスに関する講義を設ける。

■取組み

中国地方整備局で実施した２９の人材育成研修及び知識・技能研修等のカリキュラムに

コンプライアンスに関する講義を設定し、管理職を含む延べ４０７名の職員が受講した。

■研修設定状況

■評価

中国地方整備局で実施する職員研修等のカリキュラムに可能な限りコンプライ

アンスに関する講義を設け、職員に受講させることにより、受講者は新たな知識

を習得するとともに、受講者の階層や職務等に応じた具体的な留意点や課題等

について考え、意識する機会となっているため、今後も引き続き実施していく。
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（４）コンプライアンス・ミーティング

各職員が職場内で自発的に意見を出し合うことにより、職員のコンプライアンスに関す

る意識の向上を図ることを目的に、コンプライアンス・ミーティングを四半期に１回、全職員

を対象に実施する。

原則として所属単位を基本とし所属職員全員が参加して、本局が提示した具体的な共

通テーマまたは本局もしくは各事務所等において選定したテーマにより、一人ひとりの理

解が深まるような工夫を行う。

また、ミーティング結果の報告を義務付け、質問に対してはフォローアップを行う。

■取組み

本局及び各事務所等において、コンプライアンス・ミーティングを年４回実施した。実施に

あたっては多くの職員が参加できるよう、実施日やグループを分割したり、所属のミーティ

ングに参加できなかった職員を集めて実施する等工夫し、第１回９９．３％、第２回９９．０

％、第３回９９．５％、第４回９９．５％の職員が参加した。参加できなかった職員に対して

は、個別にフォローアップを実施した。

ミーティングテーマは、コンプライアンス推進室から提供される題材や身近な事例あるい

は旬な事例を活用し、職員が自分自身の問題として考えられるよう、各事務所等において

設定した。

ミーティングの運営にあたっては、職員一人ひとりが考え、活発な意見交換が行えるよ

う、進行要領や関係資料の作成を工夫した。

ミーティング内容に関する質問に対しては、本局で回答を作成し、フォローアップを行うと

ともに、全職員が閲覧できるようイントラネットに掲載した。

各事務所等における取組みは以下のとおり

・各所属でのミーティングの効果を高めるため、まず幹部会議で実際にミーティングを行

い留意点や参考事項等を整理した上で実施した。

・事務所長や副所長が、各所属のミーティングに参加して助言を行った。

・定例会に併せ、毎月ミーティングを実施した。

■評価

コンプライアンス・ミーティングは、身近な事例や旬な事例を活用し、職員同士

が自発的に意見交換することによって、自分自身の問題として考える機会となっ

ているため、今後も引き続き実施していく。

コンプライアンス・ミーティング実施にあたっては、司会者の運営によって参加

者の理解に差が出ないよう、テーマの趣旨や進行方法等について、事前に司会

者役の職員に十分理解させた上でミーティングを行わせるとともに、ミーティング

の実施単位や参加者の組み合わせを工夫することで、さらなる効果が期待でき

る。
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（５）ｅラーニング

職員による自主学習を支援するため、ｅラーニングを通じて、コンプライアンスに関する

学習教材を提供する。また、全職員を対象にコンプライアンス理解度テストを実施する。

■取組み

ｅラーニングを通じて発注者綱紀保持規程の条文解説、コンプライアンス理解度テスト、

発注者綱紀保持に関するＤＶＤ視聴ができるよう学習教材を提供した。また、職員毎の履

修状況を把握し、未履修者に対し、適宜学習を促した。

■メニュー状況

■評価

ｅラーニングは、職員の業務の都合に合わせた自由な学習を実現するととも

に、職員の履修状況を容易に把握することが可能となっているため、今後も引き

続き実施していく。

各教材の履修可能時期を職員のパソコンにメッセージ表示し、職員一人ひとり

がより理解を深めることができる教材を提供することにより、さらなる効果が期待

できる。



- 10 -

（６）コンプライアンスに関する情報提供

不祥事事例などのコンプライアンス意識の醸成に資する情報をイントラネット、メール、

諸会議等を活用して提供する。

■取組み

公務員の懲戒処分等不祥事事案をとりまとめ、各部・各事務所等に毎月情報提供した。

各部・各事務所等においては、定例会議等を活用し職員周知を行った。

各事務所等における取組みは以下のとおり

・独自にコンプライアンス情報を作成し、メールで発信した。

■評価

コンプライアンスに関する最新の事例や、公務員に関する不祥事事案を確認

することで、身近で起こりうる問題として捉え、自分自身の行動や考え方を見つめ

直す機会となっているため、今後も引き続き実施していく。また、依然として公務

員のハラスメントによる懲戒処分事例が発生しており、さらなる意識の醸成を図っ

ていく必要がある。

イントラネットを拡充し、より分かりやすい情報提供をすることで、さらなる活用

が期待できる。
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（７）パソコン立ち上げ時のコンプライアンス遵守メッセージ表示

職員のコンプライアンスに関する意識の高揚とその徹底を図るため、行政パソコンの立

ち上がり時に、コンプライアンス遵守メッセージを定期的に表示する。

■取組み

毎月第２・第４月曜日において、パソコンの立ち上がり時にコンプライアンス・メッセージ

を表示した。

メッセージは、最初の画面に職員に伝えたいキーワードを表示し、次の画面で解説を表

示するよう、２段階に分けてポップアップするよう工夫した。

〈表示内容〉

・通報窓口（内部窓口及び公正取引委員会等）

・発注事務の定義

・不当な働きかけの対応ルール

・入札談合等関与行為

・秘密の保持

（例）通報窓口（内部窓口及び公正取引委員会） （例）入札談合等関与行為
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■評価

行政パソコンの立ち上がり時に職員に伝えたいキーワードをコンプライアンス

遵守メッセージとして繰り返し表示させることにより、職員にコンプライアンスにつ

いて意識させる機会となっているため、今後も引き続き実施していく。

メッセージ表示にあたっては、より分かりやすい内容となるよう表示内容を工夫

することで、さらなる効果が期待できる。

（８）コンプライアンス行動チェック

職員自らが、定期的に公務員倫理、発注者綱紀保持等のコンプライアンス行動チェック

を実施して、コンプライアンスの徹底を図る。

■取組み

平成２９年５月及び平成３０年１月に、ｅラーニングを利用してコンプライアンス行動チェッ

クを実施し、全職員が日頃の行動や考えについて自己点検を実施した。

■行動チェック抜粋
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■評価

コンプライアンス行動チェックは、職員一人ひとりが自らの考え方や行動につ

いて振り返り、自分の性質や状況を知る機会となっているため、今後も引き続き

実施していく。

（９）コンプライアンス・ハンドブック

職員がコンプライアンスを常に意識した日々の行動に役立てるために、コンプライアンス

に関する基本的事項や参考事例等を盛り込んだハンドブックを活用する。

■取組み

配布したハンドブックをコンプライアンス・ミーティングに持参させ、その記載されている

内容を確認しながら、ミーティングを実施した。
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■評価

コンプライアンス・ハンドブックは、職員が判断に迷ったり、疑問に直面したときの一助と

なっているため、今後も引き続き実施していく。

職員には、印刷したコンプライアンス・ハンドブックを配布しているが、スマートフォンで閲

覧できるようにするなど、利便性の向上を図ることで、さらなる活用が期待できる。

２ 事務所のコンプライアンス指導者の育成

（１）管理職（副所長）研修

事務所の副所長を対象に、組織の管理者として必要なコンプライアンスに関する高度な

管理能力及び判断力の向上を図り、事務所におけるコンプライアンス推進の中心的な役

割を担うことを目的に、管理職（副所長）研修を実施する。

■取組み

副所長を対象とする管理職（副所長）研修を５月に実施し、１７名が受講した。

研修では、多くの外部講師を招き、民間企業等の取組みや専門的知識を要する分野に

ついて学ぶことができた。また、課題研究では管理職目線による職場におけるコンプライア

ンス上の問題を抽出して、その対処法や過去の不正事案を踏まえ不正の発生しにくい職

場作りについて意見交換を行い、管理能力及び判断能力の向上を図った。

受講した副所長は、事務所の定例会等を通して管理職員の指導を行うとともに、本局職

員が講師として行うコンプライアンス出前講座に参加できなかった職員に対し、本局職員

に代わり講義を行うなどの役割を果たした。
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■評価

管理職（副所長）研修を受講した事務所の副所長が事務所のコンプラアンス推

進の中心的な役割を担うことにより、事務所全体で積極的なコンプライアンス推

進が図られているため、今後も引き続き事務所のコンプライアンス指導者を育成

していく。

（２）コンプライアンス（課長等）セミナー

事務所の課長等を対象に、コンプライアンスに関する理解を深め、コンプライアンス・ミー

ティングなどを通じ、部下職員へ適切な指導が行えるよう管理職としての資質の向上を図

るとともに、事務所におけるコンプライアンス推進の実務的な役割を担うことを目的に、コン

プライアンス（課長等）セミナーを実施する。

■取組み

事務所の課長及びコンプライアンスを担当する建設専門官を対象とするコンプライアン

スセミナーを６月に実施し、３２名が受講した。

セミナーでは、主に業務に精通した職員を講師として招き、実務に関連した具体的事例

や手続きを学ぶことができた。また、課題研究では、コンプライアンス・ミーティングをより実

効あるものとするための課題や工夫すべき点等について意見交換を行い、管理職として

の資質向上を図った。

受講した課長等は、ミーティング時の部下職員の質問に対して、正しい行動や考え方を

指導したり、ミーティングとは別に所内勉強会の講師を担うなどの役割を果たした。
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■評価

コンプライアンス（課長等）セミナーを受講した事務所の課長及びコンプライアンスを担

当する建設専門官が事務所のコンプライアンス推進の実務的な役割を担うことにより、コ

ンプライアンス推進計画に定める取組みが着実に実施されているため、今後も引き続き事

務所のコンプライアンス指導者を育成していく。
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３ 発注者綱紀保持及び公務員倫理の徹底

（１）発注者綱紀保持の周知徹底

① 国民の疑惑を招かないよう発注事務に係る綱紀の保持を図るために、関係法令の遵

守はもとより、発注者綱紀保持規程について周知徹底する。

また、全職員を対象に発注者綱紀保持に関する基本的な理解度を職員自らが確認

するため、セルフチェックを行う。その結果を踏まえて職員に対するフォローアップを行

う。

② 発注担当職員が事業者等との適切な応接の実施を図るため、発注者綱紀保持マニ

ュアルに定める事業者等との応接方法について周知徹底する。

（２）公務員倫理の周知徹底

国民の疑惑や不信を招かないために、国家公務員倫理法や倫理規程の遵守について

は、上記に掲げる出前講座や倫理週間等の機会を通じて周知徹底を図る。

また、全職員を対象に服務・倫理に関する基本的な理解度を職員自らが確認するため、

セルフチェックを行う。その結果を踏まえて職員に対するフォローアップを行う。

■取組み

コンプライアンス出前講座、職員研修、講習会等を通じて、発注者綱紀保持及び公務員

倫理に関する意識の醸成を図った。セルフチェックは全職員が行い、その結果を各所属に

フィードバックした。

また、コンプライアンス上の判断に困る事案について、イントラネットに質問ＢＯＸを設け

質問を受け付けるとともに、イントラネット上で情報を共有した。（平成２９年度相談件数：１

３件）

事務所においては、職員一人ひとりが発注者綱紀保持規程、国家公務員倫理法や倫

理規程に規定する「職員が遵守すべき事項」や「責務」について正確に理解できるよう、取

り組んだ。

各事務所等における主な取組みは、以下のとおりである。

・事務所独自でコンプライアンスに関する勉強会を実施した。

■評価

国民の疑惑や不信を招かないためには、職員一人ひとりが、関係法令、規程

等を正確に理解し、行動していくことが重要であるため、今後も引き続き発注者

綱紀保持及び公務員倫理を徹底していく。
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（３）談合に関わった場合の懲戒処分、損害賠償請求等についての周知徹底

「１ 職員のコンプライアンス意識の醸成」に掲げる出前講座や職員研修等では、発注者

綱紀保持規程、倫理規程、官製談合防止法、国家公務員法、懲戒処分、損害賠償請求、

刑罰等に関する講義等を実施し、その中でこれらのコンプライアンスに関するルールがで

きた背景を説明し、その遵守の必要性の理解を深めるとともに、違法性の認識や入札談

合等関与行為の絶対悪について基本的理解を深めるなど、コンプライアンスについて周知

徹底を図る。

■取組み

出前講座や職員研修等において、過去に生じた不祥事事案に関し当該事案の要因・背

景を説明し、（ア）入札談合に関与した職員に対しては厳正な懲戒処分、損害賠償請求、

刑事処罰等がなされること、（イ）自ら望まなくとも周囲の状況次第で入札談合等の事案に

巻き込まれることがあり得ることについて取り上げるとともに、コンプライアンス違反が国民

の利益喪失につながることについても周知徹底を図った。

■評価

入札契約に関する不正行為を防止するためには、職員一人ひとりが違法性を

認識し、違法行為に関与しない意識を持つことが重要であるため、今後も引き続

き談合に関わった場合の懲戒処分、損害賠償請求等について周知徹底していく。

（４）事業者に対する発注者綱紀保持規程及び公務員倫理の遵守のための協力依頼

発注者綱紀保持及び公務員倫理の取組みや、コンプライアンス推進計画について、事

業者、事業者団体等に対し、ホームページ掲載や会合等の場において紹介するなどによ

り、協力依頼を行う。

併せて、執務室の入口等に、執務室への入室にあたっての協力依頼文書を掲示すると

ともに、建設工事、測量・建設コンサルタント等業務の競争参加資格者に送付する一般競

争（指名競争）参加資格認定通知書に発注者綱紀保持及び公務員倫理の取組みの協力

依頼文書を同封する。

■取組み

中国地方整備局ホームページで、発注者綱紀保持の取組みについての協力依頼を事

業者等が閲覧できるようにしている。また、事業者団体（２９団体）との意見交換会等の場

においても、協力依頼を行った。さらには、建設工事等の競争参加資格者に送付する一般

競争（指名競争）参加資格認定通知書に同取組みにかかるリーフレットを同封し、対応ル

ール等の周知を図った。
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各事務所等の執務室入り口等には、事業者等の執務室への入室制限の掲示を徹底す

るとともに、本局及び全事務所で掲示状況を点検し、見えにくい等の不備があった箇所に

ついては改善を図った。

各事務所等における主な取組みは、以下のとおりである。

・不当要求防止責任者講習受講修了書を事務所玄関に掲示した。

・事務所のホームページに推進計画へのリンクを設けた。

■協力依頼リーフレット（表） ■協力依頼リーフレット（裏）
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■各事務所における入室制限の状況

■評価

発注者綱紀保持及び公務員倫理の徹底を図るためには、職員だけでなく外部の事業

者等の理解、協力が必要不可欠であるため、今後も引き続き事業者に対する発注者綱

紀保持及び公務員倫理の取組みについての協力依頼を行っていく。

４ コンプライアンス関係通報窓口の周知と適正な運用

コンプライアンスに関する通報窓口への通報は、違反行為の未然防止や事態の深刻化

を回避する正しい行為であること、また、通報した職員は不利益にならないことの周知を行

い、通報しやすいものとするよう取り組む。

また、通報があった場合には、「職員が発注者綱紀保持規程に抵触する事実を確認し

たときの通報の対応フロー」、「職員が事業者等から不当な働きかけを受けたときの報告

の対応フロー」等に基づき、迅速かつ的確な対応を行う。

職員は速やかな窓口通報が行えるよう「コンプライアンス携帯カード」及び「国家公務員

倫理カード」を常時携帯する。

■取組み

コンプライアンス出前講座、職員研修、パソコン立ち上がり時のコンプライアンス遵守メ

ッセージ表示等を通じて、通報は、違反行為の未然防止や深刻化の回避に役立つこと、通

報した職員が不利益な取扱いを受けることがないことについて、繰り返し周知するととも

に、上司等が積極的に挨拶や声掛けをするなど、職場内のコミュニケーションに配慮し、職

員が相談しやすい職場環境作りに努めた。

また、コンプライアンス携帯カード等をコンプライアンス・ミーティング時に確認し、紛失・

汚損している場合には再配布を行った。
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①整備局窓口（匿名メール、弁護士） ②他機関窓口（倫理審査会、公取委）
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国家公務員倫理カード（倫理審査会作成）

■評価

通報制度が適正に運用されていると組織内で認知されることにより、違反行為の早期

発見や抑止効果が期待できるため、今後も引き続きコンプライアンス関係通報窓口の周

知と適正な運用を実施していく。

５ 入札契約手続きの見直し及び情報の適切な管理

① 平成２６年２月６日付け本省通知「高知県内の入札談合事案を踏まえた入札契約手

続きの見直しの実施について」等に基づく技術資料と入札書の同時提出等を、着実に

実施する。

② 発注者綱紀保持規程に基づき、発注事務に関する適切な情報管理の徹底を行う。

また、管理状況を定期的（少なくとも毎年度１回）に点検する。

■取組み

本省通知に基づく施工能力評価型を適用する工事にかかる技術資料と入札書の同時
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提出について、本局及び事務所で発注する全工種の工事に対象範囲を拡大し適用した。

また、契約締結後における技術提案書等の取扱いについて、本局から事務所等への送

達方法及び事務所等における管理等の取扱いを明確にし、情報管理の厳格化を図った。

各部・事務所においては、情報管理整理役職表を適切に更新するとともに、第１四半期

中に情報管理状況の点検を実施し、情報管理が適切に行われていることを確認した。

工事・業務における電子成果品は、事務所から中国技術事務所へ送達、電子納品保管

システムに登録し、情報管理の厳格化、効率的な事業執行を実現している。各部・事務所

においては、電子納品登録管理表にて管理状況を確認している。しかしながら、未だ全成

果品の登録が完了に至っていない状況である。

各事務所等が行った主な取組は以下のとおり

・タブレットを利用し、入札契約委員会をペーパーレスで開催することにより情報管理を

徹底した。

・書類の保管状況や施錠状態を抜き打ちで確認した。

・情報管理役職整理表を共有サーバに保管し、職員が常に確認できるよう措置した。

・官用携帯に登録されている電話番号等のデータを一括管理した。

■評価

発注事務に対する国民の信頼を確保するため、今後も引き続き不正行為が起きにくい

入札契約手続き及び事業者間の適切な競争を害するおそれのある情報について、漏洩

等防止のための適切な情報管理を実施していく。

工事・業務の電子成果品の情報管理の徹底が求められる。

６ 内部監査の実施

一般監査において、コンプライアンスの取組状況や入札・契約事務の適正な執行状況

及び不正行為防止取組状況を重点監査事項に位置付け、内部監査を実施する。

■取組み

「平成２９年度一般監査実施計画」に基づき、９事務所等を対象に実施し、不正行為など

が行われていないことを確認した。

一般監査では重点項目として、次の項目を監査した。

【全地方整備局共通重点項目】

・コンプライアンス（コンプライアンス推進計画の取組について）

【中国地方整備局の重点項目】
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・行政情報の管理等について

・適正な業務執行の取組状況について

・ワークライフバランスの取組状況について

・入札・契約事務の適正な執行状況及び不正行為防止の取組状況について

■評価

コンプライアンスを内部監査の重点項目に位置付け、監査を実施することによ

り、事務所等はコンプライアンスに関する取組を再確認する機会となっているた

め、今後も引き続き内部監査を実施していく。

７ 事務所ごとの応札状況の透明化・情報公開

事務所ごとに年間を通じた応札状況の傾向等について、ホームページで公表し、透明

化を図る。

■取組み

各事務所ごとの平成２７年度及び平成２８年度における平均落札率、業者ごとの当初契

約金額及び受注割合をホームページで公表した。

平成２９年度落札分については、各月の平均落札率を翌月、ホームページで公表した。
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■ホームページ抜粋

■評価

公表にあたり応札状況（年度別平均落札率、各年度毎の受注業者ごとの当初

契約金額及び受注割合、月別平均落札率の推移）を確認することで不正を発見

できる機会となっている。また、結果を公表することで不正発生の抑止効果も期

待できるため、今後も引き続き事務所ごとの応札状況の透明化・情報公開を実施

していく。


